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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、政策形成の根拠となってきた統計法に基づく政府統計調査が、国民
生活の実態を正確に把握できなくなっているという深刻な問題に対して、社会学領域で蓄積されてきた社会調査
に関する研究成果を駆使し既存の政府統計や地方自治体調査を刷新するとともに、それらを国際比較も可能とな
る社会調査として再構築していくことである。本研究の成果は、①政府統計や地方自治体が実施する社会調査の
問題点を明らかにした点、②人々の生活実態を測定でき他自治体や海外でも広く実施できる汎用性の高い「生活
実態調査」を開発した点、③生活行動や生活圏などを空間的に把握するための質問文や分析手法の知見を積み重
ねた点である。

研究成果の概要（英文）：The objective of this study is to address the serious problem of government 
statistical surveys, which have been the basis for policy formation, no longer accurately capturing 
the actual conditions of people's lives. To tackle this, the study draws on accumulated research in 
the field of sociology to revamp existing government and local surveys. The goal is to reconstruct 
them as socially focused surveys that are not only comparable internationally but also capable of 
providing a more accurate understanding of people's lives. The achievements of this study include: 
1) identifying the issues with government and local surveys, 2) developing a versatile "Survey on 
Living Conditions" that can measure actual living conditions and be widely implemented by local 
governments and abroad, and 3) accumulating insights into questionnaires and analysis methods for 
spatially understanding daily behavior and living environments.

研究分野： 社会学

キーワード： 社会調査

  ３版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
個人情報保護法に伴うプライバシー意識の高揚をはじめとして、調査実施環境が危機的な状況になっている。一
方で社会が複雑化・多様化するなか、人々の生活実態を把握するための社会調査の重要性はますます増してい
る。政策形成の場でもより一層「エビデンス（証拠データ）」を求められるようになっている。こうした状況の
なか、本研究で開発し効果を検証したさまざまな取り組み（回収率を上げる方策、調査協力を得る方策、回答負
担が少なく分析を想定した質問文や選択肢、他地域との比較可能な汎用性の高い調査票、空間情報をはじめとし
た分析手法の開発など）は、社会にとっても今後の社会調査の発展にとっても非常に重要な知見であるといえ
る。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 2015 年の社会学会誌『社会学評論』262 号では、「社会学は政策形成にいかに貢献しうるか」
という特集が組まれた。そこで明らかとなったことは、これまで政策立案過程で重要な位置を占
めてきた政府統計が、必ずしも社会を測定する物差しとならなくなってきているという事実で
あり、経済学や統計学の視点とは異なる社会学の視点から政府統計を見直すことがきわめて重
要であるということであった。研究代表者は 2010 年に政府広報室の政策評価委員、2013-15 年
の 2 年間「内閣府の世論調査に関する有識者検討会」委員を務め、政府世論調査が抱えている問
題点について様々な観点から検討してきた。その最大の問題点は、調査の企画・実施・分析の過
程で、「社会調査に関する専門知識」が全く活用されていない点であった。そのことは、内閣府
世論調査だけでなく、総務省統計局が管轄する膨大な統計調査の場合も全く同じことであり、早
急に改善される必要があった(大谷信介 2015「政府・地方自治体の政策立案過程における〈社会
調査〉の役割―統計行政を踏まえた社会学からの問題提起」『社会学評論』66-2(262):278-294)。 
 研究代表者大谷と、研究分担者後藤･木下･小松は、過去 2 回の科研費基盤研究で社会調査に
関する共同研究を積み重ねてきた。2000-2003 年度基盤 B「実践的社会調査教育方法構築のため
の実証的研究」では、地方自治体の政策形成過程で実施されている市民意識調査を研究テーマと
して、大阪府下 44 市町村の実態調査を実施した。その結果、市役所のずさんな市民意識調査の
実施状況、｢調査方法論｣の観点から深刻な問題を抱えている調査票、調査結果が政策形成に全く
活用されていない実態が明らかにされた(大谷信介編著『これでいいのか市民意識調査』ミネル
ヴァ書房 2002 年)。また、2005-2008 年度の基盤Ａ「危機的調査環境下における新たな社会調査
手法の開発」では、2005 年の個人情報保護法の制定や日本の主要な継続調査において回収率が
激減する危機的調査環境の中で、どのような調査手法を開発していかなければならないかを、海
外の先駆的動向を研究しながら検討した。日本独自の新しい調査手法としては、「公的名簿を使
用せず」「統計学的根拠のある」サンプリング手法を開発した。それは、表札等の公開情報をも
とに全国で発行されているゼンリン住宅地図をサンプリング原簿として使用し、国勢調査の住
民構成比率をもとに調査を実施するという調査方法であった(大谷信介編著『マンションの社会
学～住宅地図を活用した社会調査の試み』ミネルヴァ書房 2012 年)。 
 その後研究代表者は、都市社会学領域で世界的にも画期的な実証的研究方法を提起した古典
研究である鈴木栄太郎の調査方法を、グローバル化時代に適用可能な方法として再構築する研
究を進めてきた。それは、都市住民の生活行動を空間的に投影すること、通勤･通学･買い物行動
を結節機関との関連で実態把握することによって都市構造を明らかにするという調査方法の再
発掘であった(大谷信介他編著『グローバル化時代の日本都市理論―鈴木栄太郎「都市社会学原
理」を読み直す』ミネルヴァ書房 2015 年)。 
 研究分担者稲葉は、家族社会学会を中心として家族問題に関する全国規模調査研究を進めて
きた。2006-2009 年度基盤Ａ「家族研究のための大規模長期継続データの構築」(研究代表者：
稲葉昭英)では、2009 年 1 月に、第 3 回全国家族調査(NFRJ08)を実施し、5203 の回収票(55.4％)
をもとに、家族問題の学術的解明を行った。2010-2012 年度基盤Ｃ｢貧困低所得層の家族構造と
ライフコースに関する計量的研究｣(研究代表者：稲葉昭英)では、NFRJ08 と内閣府「親と子の
生活意識に関する調査」を用いて、ライフコース分析を展開している。稲葉はこれらの研究を通
して、内閣府世論調査の問題点についても見識を深めてきた。 
 これまでの政府調査は、｢人口と経済｣に関する統計調査部門は比較的に充実していたが、｢国
民生活｣に関する世論調査や統計調査は数が少ないだけでなく、調査票の質が低い等多くの問題
を抱えている。本研究では、家族と都市社会学領域での社会調査方法に関する研究蓄積を統合し
て、｢国民生活｣に関する政府調査を刷新するとともに、調査困難状況を克服することのできる調
査手法を開発することを研究目的としている。 
 
 
２．研究の目的 
 
 政策形成の根拠となってきた統計法に基づく政府統計調査は、社会・経済構造の激変によって、
国民生活の実態を正確に把握できなくなっているという深刻な問題に直面している。本研究で
は、社会学領域で蓄積されてきた社会調査に関する研究成果を駆使して、既存の政府統計や地方
自治体調査を刷新するとともに、それらを国際比較も可能となる社会調査として再構築してい
くことを目的としている。また近年では、2005 年の個人情報保護法に伴うプライバシー意識の
高揚によって、国勢調査の実施過程でも明らかとなってきたように、「調査実施環境」がきわめ
て危機的な状況となっている。本研究では、そうした調査困難状況や急速に進展しているインタ
ーネット環境にも対応可能となる新しい社会調査手法を開発していくことも同時に進めていく。 
 
 



３．研究の方法 
 
政府統計および地方自治体が実施する社会調査の実態把握 
都道府県が年 1回程度実施している「県民意識調査」を取り上げ、その実態把握調査と質的評価
をおこなう。また、予算カットという名目で県民を無作為抽出せず、モニターに対してしかもイ
ンターネット調査として実施する自治体も多くなってきている状況を鑑み、モニター制度をは
じめとした広聴制度の実態把握をおこなう。さらに具体的な都道府県を対象に詳細な実情調査
を実施し、とくに各県の職員研修の実態について明らかにする。これらの議論をふまえた上で、
県民の実態把握が可能となる調査の方法を検討し、調査票調査を実施する。「国民生活基本調査」
に関しては、データが使える直近の調査が、2014 年度の簡易調査となる。それは、世帯に関す
る調査項目が中心である。世帯調査のあり方については、家族社会学会での全国家族調査の研究
蓄積から構造的に問題点を明らかにする。家族社会学の観点から詳細なデータ分析をおこない、
調査票の問題点をあぶりだす。 
 
海外社会調査手法動向調査 
前回の基盤研究で協力いただいたアメリカ・ミシガン大学社会調査研究所の M.クーパー教授と
シカゴ大学 NORC 研究所の T.スミス、H.ミナト研究員を訪問し、最近の調査手法の動向を調査す
る。ミシガン大学では、前回は RDD 法の最新動向を調査したが、今回はモバイル PC を利用した
調査方法(CAPI 等)の最新動向を中心に調査する。シカゴ大学 NORC では、GSS 調査の最近の標本
抽出と調査実施方法の動向について調査する。 
ヨーロッパの社会調査の最新動向について研究するとともに、ヨーロッパ市民の生活実態調査
を測定可能な調査方法について検討する。ヨーロッパ市民の生活実態については、欧州在住の日
本人(大使館、日本人会、大学同窓会など)へのヒアリングが有効であると考えられる。ヨーロッ
パにおける生活実態調査や生活圏調査に造詣の深い研究者への聞き取り調査を実施していく。 
 
 
国民の生活実態を測定するための「県民生活実態調査」「市民生活実態調査」の開発 
全国の都道府県で実施可能な汎用性の高い、そして生活実態や生活課題を明らかにすることの
できる「県民生活実態調査」および「市民生活実態調査」の開発をおこなう。県民生活実態調査
は愛媛県・長崎県で実施することで、各県県民の生活実態や生活課題の違いが明らかになり、県
民の実態に即した政策形成に結びつくような分析をおこなうことが可能となる。いっぽう都市
住民の生活実態を明らかにするために、川崎市・神戸市・福岡市を対象とした「市民生活実態調
査」をおこなう。 
両調査の実施にあたっては、汎用性が高く効率的なサンプリング手法、家族や世帯関連の質問項
目についてより普遍的な質問文、政府統計と比較可能でより簡略化した質問文、人々の生活行動
や生活圏を測定できる質問文、海外でも測定可能な調査項目、高い回収率を得るための実査の運
営など、さまざまな開発に取り組む。 
 
 
４．研究成果 
2016 年度 
まず政府統計(統計調査と世論調査)の実態を把握し、政府統計・世論調査の問題点・課題を明ら
かにした。さらに全国 47 都道府県で実施している県民を対象とした社会調査の実態把握をおこ
なった。<「県民世論調査」「県政世論調査」の実態把握および調査票の内容分析>、<都道府県で
実施されているモニターweb 調査の実態把握>、<各都道府県の「社会調査に関する職員研修」の
実態把握>という観点から調査研究を進めた。この結果、都道府県が実施する社会調査の実態や
問題点が浮き彫りになってきた。  
こうした実態をふまえた上で、県民の実態把握が可能となる「県民生活実態調査」の調査設計の
研究をおこなった。<47 県の県民世論調査の雛型となり、県民の「生活行動」「政策課題」を測定
できる調査票を企画・設計>、<県民を対象としたサンプリング手法の開発・学術研究にも対応可
能な効率的手法の開発>、<回収率向上など最新の研究成果を駆使した調査手法の検討>といった
点から調査研究を進めた。そして 2017 年 7月に「愛媛県民生活実態調査」(2000 サンプル 郵送
法)を実施した。調査分析にあたっては分析結果を愛媛県に提供するだけではなく、県庁の分析
依頼に対応するという試みを実施し政策提言の可能性を検討した。  
海外社会調査手法動向調査として、2016 年 8 月にアメリカ社会学会への参加、カリフォルニア
大学での現地調査をおこなった。モバイルを用いた調査方法など最近の調査実施方法の動向に
ついて把握し、日本で実施する調査への応用可能性について議論した。 
 
2017 年度 
2016 年度に予定していた「愛媛県民生活実態調査」(実際には政策形成に役立てる観点から 2017
年度計画を変更)と同内容の「長崎県民生活実態調査」を 7月に実施した。この調査では、現行
の県民意識調査が政策立案に役立っていない点を改善するために、県民の生活実態や生活行動
を測定できる調査票の開発を試みた。また、国の統計調査がバラバラに実施されている現状を鑑



み、県民の生活実態をクロス分析できる調査となることを目指した。2県で実施したことにより、
各県の抱える課題・県民の生活実態を比較検討することが可能となり、より明確に両県の特徴を
分析することができた。分析にあたっては、政策形成に役立つ「分析ファイル」を作成するとと
もに、県庁からの分析依頼に対応するという試みを取り入れた。また県民の生活行動を空間的に
分析できる調査を設計したほか、 Google Map などを用いて調査結果を空間的に投影する方法を
検討した。一方、調査方法論的には、2色刷の調査票・ユニバーサルフォントの使用といった調
査票の工夫、調査依頼はがき・調査のお願い文・催促のお願い文の作成といった調査への理解を
得る工夫、謝礼(ボールペン)の先渡し・催促調査票の送付といった回収率を上げる工夫を取り入
れた。また調査対象者からの問い合わせ対応 (電話・メール)、ホームページを用いた調査内容
の公表もおこなった。結果的に両県とも 6割以上の回収率となった。調査環境が悪化する現状に
おいて、非常に高い回収率をえることができた。 
 
2018 年度 
「欧州 13カ国聞き取り調査」を実施し、「愛媛・長崎県民生活実態調査」を国際比較可能なより
汎用性の高い調査方法として開発するための検討をおこなった。ヨーロッパ各国の生活実態に
ついて、日本大使館・日本人学校・日本人会等の在留邦人を対象に聞き取り調査を実施し、生活
実態を測定するための基本的事項を考案した。聞き取り調査を実施したのは、イングランド、ス
コットランド、フランス、ドイツ、ベルギー、オランダ、アイルランド、スペイン、ギリシャ、
クロアチア、スロベニア、ポーランド、フィンランド、エストニアの 13 カ国である。さらに、
各国の統計データを活用し、聞き取り調査を補強するためのデータ収集・分析をおこなった。 
2017 年に実施した「愛媛・長崎県民調査」のデータ分析をおこなうとともに、質問文の有効性
の検証をおこなった。 
 
2019 年度 
2019 年度実施の川崎市・神戸市対象の「市民生活実態調査」と同内容の調査を、福岡県福岡市
を対象に 2019 年 7 月に実施した。2018 年度繰越金では、2018 年度に実施した欧州聞き取り調
査の結果を踏まえて作成した調査票の有用性を、在日外国人を対象に検証することで、国際比較
調査をおこなう予定であった。しかし、住民基本台帳からサンプリングを実施しても十分な外国
人のサンプル数が得られないこと・既存研究から外国人の回収率が非常に低いことが判明して
いることから、2019 年度に日本国内で実施予定であった「市民生活実態調査」を当初予定の 2都
市(川崎市・神戸市)から 3 都市(川崎市・神戸市・福岡市)に拡大し、2018 年度に実施した「欧
州 13 カ国聞き取り調査」の調査結果と比較検討することによって国際比較をおこなうことに変
更した。2017 年に実施した「県民生活実態調査」(愛媛県・長崎県対象)が日本の地方(非都市を
含む地域)の実態把握を目的としていたのに対し、「市民生活実態調査」は、都市における生活実
態の把握が可能な調査方法について検証するものである。また、どの自治体・都市でも実施可能
な、汎用性のある普遍的な調査票の構築を目指した。調査対象地を 3市に拡大したことで、人々
の生活実態とくに交通状況の違いとそれにともなう生活行動や生活圏が 3 都市で異なることが
明らかとなった。 
 
2020 年度以降 
本研究で実施した「愛媛・長崎県民生活実態調査」(2017 年実施)と「川崎・神戸・福岡市民生活
実態調査」(2019 年実施)のデータ・クリーニング作業、データ分析、分析結果のとりまとめや
報告を進めた。「市民生活実態調査」はコロナ禍のためにデータ・クリーニング作業の進行に支
障が出ていたが、主要項目についてはクリーニングを終えることができた。分析においては、〈家
族〉〈移動〉といった各研究分担者が専門とするテーマを中心に SPSS や Excel による分析をお
こない、各県や各市に住まう住民の実態や彼らが抱える問題、あるいは県内・市内それぞれの地
域の住民の実態や問題を明らかにした。また、人々の生活行動や生活圏を空間的に把握する方法
として、GoogleMap や国土数値情報や QGIS といった GIS データや地図ソフト等を活用し、新た
な分析手法の開発にも取り組んだ。生活圏など人々の生活実態を視覚的にわかりやすく可視化
し、その空間的特徴を明らかにすることが可能となってきている。こうした分析結果や本研究で
取り組んできた様々な調査方法論上・調査運営上の工夫もあわせて、論文集として出版すること
が決定しており、その執筆作業を開始した。 
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